
 

令和８年度福井県強度行動障害支援者養成研修（実践研修 １回目）実施要領 

   

１ 研修の目的 

本研修は「強度行動障害支援者養成研修事業の実施について（運営要領）」（令和

２年５月２０日付障発０５２０第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通

知）の標準カリキュラムに基づき、強度行動障害を有する者等に対し、適切な障害

特性の評価および支援計画の作成ができる職員の人材育成を進めることを目的と

して実施します。 

   

２ 実施主体と実施機関 

   実施主体：福井県 

   実施機関：(一社)福井県知的障害者福祉協会 

 

３ 研修期間 

   令和８年６月４日（木）～６月５日（金）  

 

４ 研修場所 

 場所：越前市市民交流センター ３階 多目的室１ 

（住所：越前市府中一丁目１１－２） 

 

５ 研修計画および研修内容 

   研修は、別添資料１「令和 8年度福井県強度行動障害支援者養成研修（実践研修）

カリキュラム」に基づき、講義および演習を実施します。 

 

６ 研修対象者  

以下の２点を満たす者とします。 

（１）既に、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）を修了した者 

（２）障害福祉サービス事業所等において、知的障がい、精神障がいのある児者を

支援対象にした業務に従事している者または障害福祉サービス事業所等の連

携医療機関等において治療にあたる医療従事者 

 

なお、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者や今後サービス管理責任者、

児童発達支援管理責任者になる予定の者は受講が望ましい。 

※参考 別添資料２「受講対象者のイメージ」 

 

 

７ 研修定員 

    １００名 

     

８ 受講の申込み 

 （１）申込み方法 

市町障害福祉主管課長、障害福祉サービス事業所の長等は、受講させたい者に

ついて、下記の研修案内ページに記載されている内容を確認いただき、福井県電



子申請システムによりお申込みください。 

→「福井県電子申請システム」 https://shinsei.e-fukui.lg.jp/1T3P5bfO  

 

  【研修案内ページ】 

 「福井県障がい福祉・精神保健相談所」http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/soudansyo/ 

→「障害者総合支援法に基づく研修」→「強度行動障害支援者養成研修(実践研修)」 

 

※ 電子申込上の注意点 

  ・受講させたい者が複数いる場合は、優先度の高い方から順に電子申請を行ってく

ださい。 

  ・申込内容に記入された氏名等をもとに修了証書を作成するため、受講者の氏名、

生年月日については、記入漏れや誤字・脱字のないよう注意してください。 

  ・受講決定通知書は電子メールで送付しますので、必ずメールアドレスを誤りなく

記入してください。また、メールアドレスは統一したものを記入ください。 

・連絡用メールアドレスはなるべくフリーメールアドレス以外のものを設定してく

ださい。 

 

 

 

（２）申込期限 

    令和８年５月１８日（月）１５時 

 

９ 受講者の決定 

   受講者は申込期限までに申込みのあった者から福井県が決定します。受講の決定

は実施機関から事業所所属長宛に電子メールにて通知し、これを参加証に代えます。 

なお、受講申込者が定員を超えた場合は、受講希望者の業務従事状況および所属

事業所などからの推薦の有無・優先順位等を踏まえ受講者を選定します。 

 

10 受講料 

（１）無料  

（２）テキスト代  １，５００円 当日受付でお支払いください。 

    テキストの不要な方は備考欄にテキスト不要とご記入ください。なおテキスト

といっしょにワークシートも必要です。 

 

11 個人情報の取り扱いについて  

   研修申込において記載された個人情報は、本研修の実施に関する業務においての

み利用します。 

 

12 修了認定等 

研修の全課程を修了した者に対し、福井県が修了証書を後日郵送にて交付します。

当日、１５分以上の遅刻、途中退出および早退ならびに欠席があった場合は、その

後の研修受講を認めず、修了証書を交付しません。また、研修の進行を妨げる場合

や事務局の指示に従わない場合については、その後の研修への参加を認めないこと

があります。なお、修了者については、名簿を作成し福井県で名簿を管理します。 

 

https://shinsei.e-fukui.lg.jp/1T3P5bfO
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/soudansyo/


13  福井県外からの受講申し込みについて 

福井県外に所在する事業所等から受講の申込みをおこなっていただくことは

可能ですが、受講希望者数が定員を上回った場合については、福井県内の事業所

等を優先的に受講決定させていただきますので、御了承ください。 

 

 

14 問い合わせ先 

５月１８日まで 

福井県障がい福祉・精神保健相談所 

 担当 精神保健課 戸田・猪島 

   住所：〒９１０－０８４６ 福井市四ツ井２丁目８－１ 

    メール sgk-info@pref.fukui.lg.jp  

※メールでお問い合わせください 

 

    

５月１９日以降 

   (一社)福井県知的障害者福祉協会 担当 南北 

   住所：〒９１０－００２６ 福井市光陽２丁目３－２２ 

   ＴＥＬ：０７７６－６３－５０９９ 

   ＦＡＸ：０７７６－６３－５７０５ 

 


